
 

【平成 27年 12月 16日から発行されているサンキッズカード（単独カード）】 

※サンキッズカード有効期限の表示が表面へ変更となっていますのでご注意ください。 

 

有効期限表示 

 

        （表面）                 （裏面） 

 

 

【これまで発行されてきたサンキッズカード（住民基本台帳カード）】 

※サンキッズカード有効期限まで使用可能です。 

                             有効期限表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （表面）                 （裏面） 
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